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白岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例の概要 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

１ 改正の理由  

  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正

に伴い、本条例の一部を改正するものである。  

 

２ 改正の概要  

 ⑴ 別表（第２条関係）  

   非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等

共済基金等が市町村に支払う消防団員退職報償金の勤務年数区分に、

３５年以上の区分が追加されたことから、消防団員の階級に応じ、３

０年以上の区分の支給額を以下のように改正する。  

（新区分）  

階級 ３０年以上３５年未満 ３５年以上 

団長 ９７９，０００円 １，０７９，０００円 

副団長 ９０９，０００円 １，００９，０００円 

分団長 ８４９，０００円 ９４９，０００円 

副分団長 ８０９，０００円 ９０９，０００円 

班長 ７３４，０００円 ８３４，０００円 

団員 ６８９，０００円 ７８９，０００円 

（旧区分）  

階級 ３０年以上  

団長 ９７９，０００円  

副団長 ９０９，０００円  

分団長 ８４９，０００円  

副分団長 ８０９，０００円  

班長 ７３４，０００円  

団員 ６８９，０００円  
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３ 施行期日及び適用区分 

⑴ 施行期日は、令和７年４月１日からとする。 

 ⑵ 適用区分 

   改正後の白岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例の規定は、令和７年４月１日以後に退職した非常勤消防団員につい

て適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の

例による。 


